[bookmark: 市農福連携推進奨励金交付要綱案]福祉分野における千葉市農福連携奨励金支給要綱
（目的）
第１条　この要綱は、農業分野と福祉分野の連携（以下「農福連携」という。）を推進し、障害者の農業分野での活躍を通じた社会参画を実現するため、農業者から受託した農作業等を行う障害福祉サービス事業所等に対し、予算の範囲内において奨励金を支給することにより、障害者の就労機会の確保及び地域農業の持続的発展に資することを目的とする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
（１）障害福祉サービス事業所等　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。)第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として、市長から指定を受けた者（法第５条第７項に規定する生活介護、法第５条第１４項に規定する就労移行支援及び法第５条第１５項に規定する就労継続支援に限る。）が運営する千葉市内の事業所、法第５条第２８項に規定する地域活動支援センターのうち、千葉市内に所在するもの又は市長が特に必要と認める千葉市内の通所施設をいう。
[bookmark: _Hlk222419021]（２）農業者　自身が所有権又は利用権を有している市内の農地で、農業経営を行う者（法人を含む）をいう。
（３）農作業等　農業者のほ場等の作業場所における作業のほか、袋詰め等の出荷調整作業、加工作業その他の「農」に関連する作業であり、障害福祉サービス事業所等の中で実施されるものを含む。
（４）農福連携事業　農業者と障害福祉サービス事業所等が連携し、契約書、覚書又は同意書その他これに準ずる書面を取り交わした上で行う農作業等に関する取組をいう。
（５）就労者　法第４条第１項に規定する障害者であって、法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス、施設障害福祉サービスその他適切な支援を受け、第１号に規定する障害福祉サービス事業所等を利用するものをいう。
（対象者）
第３条　本事業の対象となる者は、農作業等を受託する障害福祉サービス事業所等又はその他市長が定める者であって、次の各号に掲げる条件全てを満たす者とする。
（１）市税の滞納がないこと。
（２）連携する農業者と資本的な関係又は役員を兼務する等人的な関係がないこと。
（３）活動が法令又は公序良俗に違反していないこと。
（４）事業実施に係る効果等について、市の調査に協力すること。
（奨励金支給対象事業の要件）
第４条　奨励金支給対象事業は、次の各号の全てを満たすものとする。
（１）市の会計年度内に実施される農福連携事業であること。
（２）1日に1時間以上の農作業であって、当該農作業の現場に障害福祉サービス事業所等に配置されるべき職員１人以上かつ利用者1人以上が参加すること
（３）農業者側に、安全に十分に配慮した受け入れ態勢が整っていると認められること
（奨励金の額）
第５条　奨励金の額は、農福連携事業に従事した就労者１人につき３，０００円とする。
２　前項の規定による奨励金の支給は１回の農福連携事業にあたり１０人を限度とする。
３　前２項の規定による奨励金の支給は、支給対象者ごとに原則として1回までとする。ただし、翌年度以降において、異なる農業者と農福連携事業を行う場合は年度ごとに1回までの支給申請を行うことができる。
（計画承認申請）
第６条　奨励金の支給を受けようとする者は、農福連携事業の開始前又は開始後、１か月以内に、福祉分野における千葉市農福連携奨励金計画承認申請書(様式第１号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
（１）契約書、覚書、同意書その他連携の内容を確認できる書面の写し
（２）その他市長が必要と認める書類
（計画承認通知）
第７条　市長は、前条の規定による計画承認申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支給対象者に対し、福祉分野における千葉市農福連携奨励金計画承認通知書(様式第２号)により通知するものとする。
（計画の変更）
第８条　前条の規定による計画承認通知を受けた内容を変更（本奨励金支給目的及び事業効果に関連のない計画の細部の変更及び奨励金支給対象見込人数の減を除く。）、または中止・廃止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けることとする。
２ 前項の規定による承認を受けようとするときは、福祉分野における千葉市農福連携奨励金計画変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。
３ 市長は、前項の規定による申請があった際には、その内容を審査し、適当と認めたときは、支給対象者に対し、福祉分野における千葉市農福連携奨励金計画変更（中止・廃止）承認通知書（様式第４号）により通知するものとする。
（実績報告及び奨励金請求）
第９条　第７条の規定により奨励金の計画承認通知(以下「計画承認」という。)を受けた支給対象者は、農福連携事業終了後当該年度の３月末までに、福祉分野における農福連携奨励金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するとともに福祉分野における千葉市農福連携奨励金請求書(様式第6号)により請求しなければならない。
（１）就労者ごとの出勤簿その他農福連携事業への従事実績が確認できる書類
（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
２　市長は、前項の規定による請求があったときは、奨励金を支給するものとする。
（計画承認の取消）
第１０条　市長は、偽りその他不正の手段により計画承認を受けた場合、又は第３条の条件を満たしていないことが判明した場合は、計画承認を取り消すことができる。
（奨励金の返還）
第１１条　市長は、虚偽の申請その他不正な行為により奨励金の支給を受けた者があると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した奨励金の返還を命ずることができる。
（委任）
第１２条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

[bookmark: 事業所配布用qa][bookmark: q10-不正があった場合はどうなりますか]　　　附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
